
虐待防⽌及び⾝体拘束等適正化のための指針 

児童発達⽀援・放課後等デイサービスささえ 
虐待防⽌・⾝体拘束適正化委員会 

 
１．基本⽅針 

株式会社ささえが運営する放課後等デイサービスでは、障害者虐待防⽌法及び児童虐待
防⽌法の理念に基づき、利⽤者の尊厳の保持・⼈格の尊重を重視し、利⽤者の⼈権の擁護、
虐待の防⽌等の⽬的のため、利⽤者に対する虐待の禁⽌、虐待の予防及び早期発⾒のための
措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施
設内における虐待を防⽌するために、職員へ研修を実施します。 
 
２．虐待防⽌に関する基本的な考え⽅ 

虐待は⼈権的侵害であり、犯罪⾏為という認識のもと、障害者虐待防⽌法・児童虐待防⽌
法の理念に基づき、利⽤者の尊厳の保持・⼈格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資するこ
とを⽬的に、虐待防⽌とともに虐待の早期発⾒・早期対応に努め、虐待に該当する次の⾏為
のいずれも⾏いません。 

（１）⾝体的虐待 
利⽤者の⾝体に外傷が⽣じ、または⽣じるおそれのある暴⾏を加え、または正当

な理由なく利⽤者の⾝体を拘束すること。 
（２）性的虐待 

利⽤者にわいせつな⾏為をすることまたは利⽤者にわいせつな⾏為をさせるこ
と。 

（３）⼼理的虐待 
利⽤者に対する著しい暴⾔、著しく拒絶的な対応または不当な差別的な⾔動そ

の他の利⽤者に著しい⼼理的外傷を与える⾔動を⾏うこと。 
（４）放棄・放置 

利⽤者を衰弱させるような著しい減⾷または⻑時間の放置、他の利⽤者による
（１）から（３）までに掲げる⾏為と同様の⾏為の放置その他の利⽤者を養護すべ
き職務上の義務を著しく怠ること。 

（５）経済的虐待 
利⽤者の財産を不当に処分することその他利⽤者から不当に財産上の利益を得

ること。 
 
３．虐待防⽌委員会及び⾝体拘束適正化委員会の設置 

虐待発⽣防⽌に努める観点から、「虐待防⽌及び⾝体拘束適正化委員会」（以下「委員会」



という。）を組成します。障害者虐待防⽌法の趣旨に則り、利⽤者の⽣活と⾃⽴を妨げるこ
とのないよう、虐待防⽌及び⾝体拘束等の適正化を図ることを⽬的として設置します。なお、
本委員会の統括管理責任者は管理者とし、虐待防⽌及び⾝体拘束等の適正化に関する設置
を適切に実施する担当者を定めます。 
 
４．委員会の責務 

委員会は年１回開催します。また、必要に応じて委員会が招集し、開催します。委員会は
職員に倫理網領を周知し、⾏動規範とするよう啓発します。また、職員に対する定期的な研
修の実施を図るとともに、苦情解決体制や成年後⾒制度の利⽤⽀援など⽇常的な虐待及び
⾝体拘束等防⽌の取り組みを推進します。虐待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合
は、速やかにこれを市区町村に通報するとともに、委員会に置いても対応します。 
 
５．委員会の構成 

委員会の委員⻑は、委員会を代表し、議事そのほかの会務を統括します。（管理者を委員
⻑とします。）委員⻑が⽋けた時には、委員⻑が指名したものがその会務を務めます。委員
会は協議のために必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、説明または意⾒を聴くこ
とが出来ます。 
 
６．虐待防⽌及び⾝体拘束等適正化のための職員研修 

虐待防⽌及び⾝体拘束等適正化のための研修は年１回以上実施します。研修内容は、基礎
的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、虐待防⽌及び⾝体拘束等の防
⽌を徹底します。研修の実施内容については、実施概要、出席者等を記録し、紙⾯は電磁的
記録により保存します。 
 
７．虐待等が発⽣した時の対応⽅針 

虐待等（疑いを含む）が発⽣した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要
因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合
には、役職の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の⾼い事案の場合には、市区
町村及び警察の協⼒を仰ぎ、被虐待者の権利と⽣命の保全を優先にします。通報をしたこと
により、通報した職員に対して会社や事業所が不利益な取り扱いをすることはありません。 
 
８．虐待等が発⽣した場合の相談・報告体制 

（１）職員等が他の職員等による利⽤者への虐待を発⾒した場合、管理者に報告します。
虐待者が管理者本⼈であった場合は、役員に相談します。 

（２）報告を受けた管理者は速やかに市区町村に報告するとともに、市区町村と連携して
事実確認を時系列で整理します。 



（３）事実確認後、虐待などの事象が事実であることが確認された場合には、当⼈に対応
の改善を求め、就業規則に則り必要な措置を講じます。 

（４）定期開催の同委員会を待たずして報告をようすると判断した場合は、臨時的に同委
員会を招集します。 

（５）必要に応じ、関係機関や地域住⺠等に対して説明し、報告を⾏います。 
 
９．⾝体拘束等発⽣時の対応に関する⽅針 

原則として⾝体拘束及びそのほかの⾏動制限を禁⽌します。しかし、利⽤者または他の利
⽤者等の⽣命、⾝体を保護するための措置として、緊急ややむを得ず⾝体拘束等（切迫性・
⾮代替性・⼀時性の３要件のすべてを満たした場合のみ）を⾏わなければならない場合、⼿
順に従って実施します。 

（１）委員会による決定と個別⽀援計画への記載 
やむを得ず⾝体拘束等を⾏うときには、担当職員または関係者で⾝体拘束等の

必要性や原因・解決⽅法を検討し、⽀援会議において組織として慎重に（切迫性・
⾮代替性・⼀時性の３要件のすべてを満たしているか）検討・決定します。⾝体拘
束等を⾏う場合には、個別⽀援計画書に⾝体拘束等の対応及び緊急やむ得ない理
由を細かく備考欄に記載します。 

（２）本⼈・家族への⼗分な説明 
⾝体拘束の内容・⽬的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向け

た取り組み⽅法を詳細に説明し、⼗分な理解が得られるように努めます。 
（３）⾏政への相談と報告 

⾝体拘束等を⾏う場合、市区町村の障害者虐待防⽌センター等、⾏政機関に相
談・報告します。 

（４）必要な事項の記録 
⾝体拘束等を⾏った場合には、その対応及び時間、利⽤者の⼼⾝の状況並びに緊

急やむを得ない理由等を記録します。また、継続して⾝体拘束等の原因となる状況
の分析を徹底的に⾏い、⾝体拘束等の解消に向けた取組⽅針や⽬標とする解消の
時期などを統⼀した⽅針の下、利⽤者個々⼈のニーズに応じた個別の⽀援を検討
します。⾝体拘束等の観察と検討の結果、⾝体拘束等を解除した場合、直近の⽀援
会議・委員会で報告します。 

 
１０．利⽤者等に対する当該指針の閲覧 

利⽤者またはご家族はいつでも本指針を閲覧できることが出来ます。また、当社ホームペ
ージにおいてもいつでも閲覧が可能な状態とします。 


